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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和 4年度第 3回所沢市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時  令和 4年 10月 12日（水）午後 1時 30分～2時 20分 

開 催 場 所  所沢市役所 高層棟 7階 研修室 

出席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

欠席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

説明者の職・氏名  

報 告 事 項   

議 題 １．所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定について（審議）・公開 

２．その他・公開 

会 議 資 料 資料 5-1 賦課限度額引き上げによるモデル世帯別影響額 1人世帯 

資料 5-2 賦課限度額引き上げによるモデル世帯別影響額 2人世帯 

資料 5-3 賦課限度額引き上げによるモデル世帯別影響額 4人世帯 

資料 5-4 モデル世帯の世帯状況で所得 0円、資産税額が高額の場合 

資料 5の補助資料 

資料 6  前回会議の振り返り 

担当部課名等 健 康 推 進 部 長  瀬能 幸則   健康推進部次長  市川 勝也 

収 税 担 当 参 事  大野 義彦 

国民健康保険課長 新井 浩嚴  国民健康保険課主幹  石川 純也 

収 税 課 主 幹 斎藤 伸壽  収 税 課 主 幹 青木健太郎 

国民健康保険課主査  水口 文枝  国民健康保険課主査 敦賀 直幸 

国民健康保険課主査 高橋 大輔   国民健康保険課主査  粉川 亮介 

国民健康保険課主事  三上 采音 

 

健康推進部国民健康保険課 電話 2998-9131 
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発   言   者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

司 会 開会 

会       長 開会の挨拶 

司 会 所沢市国民健康保険に関する規則（以下、規則）第 4 条第 3 項に基

づき会議が成立している旨報告（委員 21 名中 16 名出席）。 

 

続きまして、お手元の資料のご確認をお願いします。全部で 3 点ご

ざいます。 

1 点目、本日の席次表が 1 枚 

2 点目、運営協議会委員名簿が 1 枚 

3 点目、埼玉の国保（10 月号）が 1 冊 

よろしいでしょうか。 

また、事前に送付いたしました、「資料 5－1～5－4」、「資料 5 の

補助資料」、「資料 6」及び前回分の「資料 1～4」をお持ちになられ

ていない方は、ご用意いたしますのでお申し付けください。 

 

それでは、次第に則って進めてまいりますが、これからの議事の進

行につきましては、「所沢市国民健康保険に関する規則」第 4 条第 1

項によりまして会長にお願いしたいと存じます。 

本橋会長よろしくお願いいたします。 

議 長 

 

それでは議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。議事に入る前に、事務局から何か説明があればお願いします。 

司 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では議事に入ります前に、「所沢市の会議の公開に関する指針」に

基づきまして、本日の会議内容につきましては、議題 1．所沢市国民

健康保険税賦課限度額の改定について、及び、議題 2．その他、とも

に公開とお知らせしております。 

 

また、傍聴者へ配付する資料につきましては、 

①傍聴人配布用の表紙「傍聴人の皆様へ」 

②本日の会議次第  

③本日の資料（資料 5－1 から 5－4、資料 5 の補助資料、資料 6） 

の計 8 枚となります。 

なお、会議録の記録、確定につきましては、これまでと同様、会議 

録は要約方式とし、発言者の委員名については「委員」とだけ記載い

たします。 
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司 会 また、会議録の確定につきましては、会長にご承認いただき、署名

確定する方式でよろしいでしょうか。ご審議をお願いいたします。 

議 長 それでは、ただいま会議の公開等について事務局より説明がありま

したが、いかがでしょうか。 

説明のとおりでよろしいでしょうか。 

委 員 異議なし。 

議 長 

 

「異議なし」の声がありましたので、そのように決定させていただ

きます。 

それでは、議題に入ります前に、傍聴人の確認をとらせていただき

ます。 

事務局、本日傍聴の方はいらっしゃいますか。 

 

〔傍聴人なし〕 

 

それでは、傍聴者はいらっしゃらないとのことですので、議事に入

ります。 

議題 1．「所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定について（審議）」

となります。 

国民健康保険被保険者の負担に係る重要な案件であり、前回に続い

て継続審議をしていただくものです。 

本日の審議事項を踏まえまして、次回、事務局が答申書を作成する

運びとなるため、今回も活発な審議となりますよう、積極的なご意見

をお願いいたします。 

では、はじめに事務局より、説明をお願いします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定についてご説明

いたします。まず、簡単に前回会議の内容のご説明をさせていただき

ます。資料 6 をご覧ください。 

  諮問の趣旨・概要ですが、法定賦課限度額の改定に伴い、本市の

国民健康保険税の賦課限度額を引き上げし、現行の 99 万円から 102 万

円とするものです。国は、税額の上限を定めていることから生じてい

る不公平の是正を目的に法定賦課限度額を改定することとなったもの

で、本市としましても、「法改正の趣旨を踏まえた公平性の確保」・「広

域化に向けた基準の統一化」を踏まえ、限度額の改定について諮問さ

せていただきました。 

 この改定による影響でございますが、全体調定額は約 3,400 万円の

増額、約 1,500 世帯が平均年額 11,410 円、最大 3 万円の増額となる見

込みでございます。 

 また、前回いただいた主な質問でございますが、今後も定期的に賦

課限度額は引き上げられていくのかなどのほか、諮問に対する質疑に

加え、賦課方式の変更の必要性や被保険者数の減少と人件費の関連性

などについてご質問・ご意見をいただきました。 

なお、被保険者数の減少と人件費の関連性についての回答は明確に

されておりませんでしたので、ここでご回答させていただきます。 

職員の人件費については、国民健康保険特別会計からではなく一般

会計からの支出となっており、国民健康保険税と直接関連するもので

はないことや、給与の改定や配置される職員の年齢にもよって異なる

ことから、比較はできないのですが、被保険者数と職員数で比較いた

しますと、被保険者数については、社保への移行も進み減少しており

ますが、国保担当職員の人数の減員は特になされておりません。 

電算システムの導入・広域化が進められ、作業は少なくなってきて

いるものの、業務が複雑化・多様化していることに加え、現在は、完

全広域化に向けた制度改正や、全国レベルのシステム標準化といった

将来的な人的負担軽減に向けた国県の動きに呼応して作業を進めてい

るところであり、今の時点で職員数に変化はない予定です。 

前回の内容については、以上となります。 

本日の会議ですが、賦課限度額を 102 万円に引き上げることの是非

について検討していただき、答申に向けて意見等の集約をお願いでき

れば、と考えております。 

 続きまして、新たにお配りしました資料についてご説明いたします。 

資料 5－1 から 5－3 をご覧ください。こちらの資料は、国民健康保険

のモデル世帯ごとに所得階層により、所得に占める保険税の負担率を

示したものでございます。 

 資料 5－1 が被保険者１人世帯、5－2 が被保険者２人世帯の状況に
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なっております。介護納付金分については今回賦課限度額の増額の対

象にはなっておりませんが、介護納付金分の賦課限度額も含めて 102

万円となりますので、含めた金額とするため、被保険者の年齢は 40 歳

以上をモデルとしております。資料 5－3 が被保険者４人世帯の状況で

すが、全員が 40 歳以上の世帯は少ないと思われましたので、40 歳以

上の夫婦と 40 歳未満の子２人の世帯をモデルとしました。なお、資料

5－1 から 5－3 は、それぞれ資産割が課税されない世帯として、試算

しております。 

 まず、資料 5－1 でございますが、税負担率が一番高い所得層は、所

得が無い 7 割軽減世帯を除きますと、所得 100 万円の世帯で、税負担

率は 11.66％となります。 

一方、賦課限度額に達する、所得 1,000 万円の世帯の税負担率は

9.75％ですので、その差は 1.91 ポイントとなります。 

次に、資料 5－2 ですが、税負担率が一番高い所得層は、所得 200 万

円の世帯となっております。税負担率は 13.3％となっており、所得

1,000 万円の世帯の 9.86％と比較しますと、その差は 3.44 ポイントで

ございます。 

次に、資料 5－3 ですが、税負担率が一番高い所得層は所得 200 万円

の世帯でございます。税負担率は 14.44％となり、所得 1,000 万円の世

帯の 9.86％と比較しますと、その差は 4.58 ポイントとなります。 

税負担率につきましては、賦課限度額により税額の制限を受けてい

る、所得 800 万円から上の世帯では、限度額により負担が制限されま

すので、税負担率につきましては、所得が 1,000 万円、1,100 万円、1,200

万円と上がっていくほど、減少することになります。 

今回、賦課限度額を引き上げることによりまして、この税負担率の

格差につきましては、若干ではございますが、是正されることになり

ます。 

資料 5 の補助資料をご覧ください。先ほど、中間所得者層の負担が

大きく、賦課限度額を増額することによって所得に対する税負担率の

公平性を改善することが目的の一つであるとご説明いたしましたが、

補助資料を使いまして捕捉説明をさせていただきます。 

１人世帯で試算したものになっておりますが、注釈を右上から①か

ら⑥まで順に番号を振っております。 

まず、①②④をご覧ください。 

①低所得者層については、算出した額から低所得者軽減が受けられ、

均等割、平等割について軽減されます。 

なお、世帯の人数が多い場合は、100～200 万円の世帯であっても、

5 割または 2 割軽減が該当する場合があります。 

②中間所得者層は算出した額がそのまま課税され、特に差し引かれ
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事 務 局 るものはございません。 

次に、④高所得者層については、算出した額が例え何百万円あった

としても賦課限度額までしか課税されません。つまり、例えば所得が 1

億円であっても 102 万円までしか課税されないことになります。 

こうしたことを踏まえ、③と⑤で所得に占める税額割合を見ていき

ますと、 

③所得 300 万円から 700 万円の中間所得者層は特に引かれるものは

ないので、ほかの所得者層と比較して所得に対する税の割合が高くな

っています。 

一方で、⑤800 万円を超える高所得者層は税の負担割合が低く、所得

が大きいほど低くなっていきますが、賦課限度額を増額することで所

得に対する税負担の割合が中間所得者層に近づきます。（⑥） 

この資料に示した所得階層では中間所得者層が 11.35％で、高所得者

層では改正前が 11.12％に対し 11.25％となり、その差が縮まることに

なりますので、賦課限度額を増額することによって所得に対する税負

担率の公平性を改善することにつながります。 

続きまして、資料 5－4 をご覧ください。極端な例ですが、資料 5－

1 から 5－3 のモデル世帯で、固定資産税を多く支払っている場合に所

得が 0 円でも賦課限度額に到達するケースをお示ししたものです。 

国民健康保険税の医療給付費分については、資産割として固定資産

税額の 15％が課税されることになりますので、ここではわかりやすく、

固定資産税額を 1,000 万円とし、国民健康保険税の資産割額を 150 万

円としています。それぞれのケースが所得はなく、均等割額１人当た

り医療分 11,000 円、後期高齢者支援金等分 11,000 円、介護納付金分

11,000 円、医療費分の平等割額 16,000 円の 7 割が軽減されますが、資

産割額だけで賦課限度額に到達してしまう可能性がございます。 

この場合、医療給付費分だけに資産割額が賦課されますので、医療

給付費分の 2 万円のみが賦課限度額改定の影響を受けて増額となりま

す。 

 事務局からの説明につきましては以上でございます。 

議 長 事務局より、本日の資料についての説明がありましたが、委員の皆

様よりご質問等はございますか。 

委 員 

 

現在は法定外の繰り入れがないので、引き上げをしなくてもいいの

ではないかと思います。 

もし、国の法定賦課限度額に合わせなかった場合はどうなるのでし

ょうか。 
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事 務 局 国の示す法定賦課限度額につきましては、賦課限度額に達しない中

間所得者層に対して、賦課限度額に達する世帯では、所得に対する税

負担率はまだ低い状況であり、税負担の公平性の面からも、今後も引

き上げが検討されていくものと思われます。 

法定賦課限度額と同額になっているかについては、県の重点指導事

項でもあります。今後予定されております、保険税水準の統一化に向

けても、法定賦課限度額に合わせていくことが必要でございます。 

所沢市単独で引き上げを見送った場合、統一化のタイミングで見送

り分をまとめて引き上げる状況が想定されます。市民負担の急激な増

を緩和する意味でも国の賦課限度額の改定に合せて引き上げていくこ

とが必要であると考えております。 

なお、国による財政支援が継続されているため、国保の財政状況は

改善されてはおりますが、今後の国による支援は確約されていないた

め、税収や交付金等の確保は必要であると考えております。 

議 長 他に、いかがでしょうか。 

委 員 医療費の支出を減らすために取り組んでいることはありますか。 

事 務 局 医療費削減の取り組みとしまして、一例を挙げますと、ひとつはレ

セプト点検がございます。 

その他、疾病予防の保健事業として、「生活習慣病重症化予防対策事

業」、「特定健康診査等実施事業」、「ジェネリック医薬品の利用促進事

業」などの取り組みを行っております。 

その中でも、「生活習慣病予防対策事業」は糖尿病リスクが高い人へ

の働きかけを行うもので、糖尿病による人工透析の費用は１人年間約

500 万円かかると言われており、被保険者全体の高齢化によりリスクが

高くなっている状況の中では効果が高い事業となっております。この

事業については、重症化を予防することで患者の健康状態を良好に保

ち、費用を抑えるものですが、一方で同じ効果の服薬を確保しながら

医療費を抑制できる「ジェネリック医薬品の利用の促進」について、

医師会・薬剤師会・歯科医師会と連携して利用率の向上を行っており

ます。 

委 員 

 

賦課限度額を引き上げると所得が多い方の負担が増すことになりま

すが、コロナの影響で多くの世帯で収入額が去年よりも低くなる見込

みの状況では、保険税を納めるのが困難になってくる方も増えるので

はないかと思うのですが。 
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事 務 局 国民健康保険税につきましては、前年の収入に基づき算定するもの

ですので、収入が下がれば、それに応じて保険税額も下がるものと思

われます。また、収入が減少し保険税を納めるのが困難な世帯につい

ては、減免や徴収猶予などの特例制度がございますので、これらを適

用させるなど、適切に対応してまいりたいと考えております。 

議 長 他に、いかがでしょうか。 

委 員 

 

資料の確認ですが、資料 5－1 では所得 0 円から 700 万円まで、資料

5－2 と 5－3 では所得 0 円から 600 万円までが増加額 0 となっていま

すが、これはどういうことなのでしょうか。 
事 務 局 ご質問いただきました箇所は賦課限度額の改定によって増加する額

を示しております。賦課限度額の改定がされた場合であっても、その

影響を受けることがないということです。 

委 員 わかりました。 

賦課限度額の引上げについては、お話がありましたように国が法定

限度額を定めて、それに多くの市町村が合わせようとしていることが

わかりました。 

また、今日配布されました資料を見ましても、低所得・中間所得世

帯と比べれば、高所得世帯は限度額があることで所得に対する負担率

は低いということです。 

今、どこも高齢化で医療費が厳しい状態にあると思いますし、低所

得者が多い国保の構造的な問題もあり、高所得者層の方に限度額を見

直した負担をお願いするのは公平性の観点からもやむを得ないと思い

ます。 

また、新型コロナウイルス後の経済状況や円安が急激に進む社会情

勢などを踏まえると、国保制度の安定化を図る仕組みを整えておくこ

とは大変重要ですので、今回諮問された内容については、市としても

しっかり進めていただきたいと思います。 

議 長 質問に続き、ご意見をいただきました。他にご質問等ありますか。 

委 員 

 

答申にあたりましては、先ほどの質問の回答にもありました、収納

率の向上やレセプト点検の強化等による運営の安定化、保健事業の推

進について引き続き努力していただくよう、付帯意見として加えるの

はいかがでしょうか。 

委 員 今回の答申は限度額の改定についてなので、付帯意見は特に必要な

いと思います。 
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議 長 付帯意見を付す提案と必要ないという意見をいただきました。 

会長として意見を述べさせていただけるなら、国保制度の安定運営

というのは変わらないテーマでありますので、何らかの意見は付した

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員同意） 

 

色々なご質問やご意見が出てきましたが、次回の協議会で答申する

にあたって、これまでの質問やご意見を踏まえて、ご意見また質問は

ございますか。 

 

（質問・意見なし） 

 

ないようでしたら、これにて質疑は終了とさせていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員同意） 

 

それでは、この辺りで当協議会としての意見をまとめさせていただ

きたいと思います。 

今回の議題であります賦課限度額の改定について、付帯意見に関す

るご意見も加味いたしまして、賛成という方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

（採決⇒全員賛成） 

 

それでは、全会一致をもちまして、当協議会といたしましては、令

和５年度からの賦課限度額の改定に賛成ということで、次回の協議会

で答申をしたいと思います。 

次回の協議会で市長へお渡しする答申書（案）を事務局に作成して

もらうこととなりますが、実際にお渡しする前に、事務局は付帯意見

を含めた答申書（案）を委員の皆様に示していただき、内容確認を実

施したいと思います。 

事務局よろしいでしょうか。 

事 務 局  承知しました。 

議 長 それでは、引き続き議事を進めさせていただきます。 

議題 2．その他でございます。 

事務局お願いします。 
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事 務 局 その他につきましては、協議会の日程について、お知らせいたしま

す。 

通知にてお知らせさせていただいているところですが、第４回運営

協議会は、11 月 9 日（水）午後 1 時 30 分より、低層棟３階の全員協

議会室で開催いたします。 

第４回では、ただいま会長からお話をいただきましたとおり、答申

書案のご確認をいただいた後、本協議会を代表して、会長から市長へ

答申書をお渡ししていただきます。 

また、第５回の協議会は、来年 2 月を予定しております。日程に関

しては、決まり次第、改めて文書にてお知らせいたします。 

議 長 ２つの議題を終えたところですが、委員の皆様から他にご意見等あ

りますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

それでは、私の方から質問させていただきます。昨日のニュースで、

２年後に保険証がマイナンバーカードへ移行されると報道されていま

したが、この件に関しまして、内容を周知する意味でも、現時点でわ

かる範囲で結構ですので教えていただければと思います。 

事 務 局 

 

ただいまご質問いただきました、保険証のマイナンバーカード化に

つきましては、国がその方針を表明したという形でして、正式に文書

等が来ているものではございません。この後、正式に通知等が届いた

段階で、広報やホームページなどでお知らせしていきます。 

現在、国の方でマイナンバーカードの交付に関してかなり積極的に

進めているところですので、おそらく保険証のマイナンバーカード化

はこのまま実現していくものと考えております。 

カード取得のための手続きの支援に関しましても、現在すでに行な

っているところですが、引き続き取り組んでまいりますので、情報に

ついては、もうしばらくお待ちいただければと思います。 

会 長 ありがとうございました。他に、委員の皆様からご質問等ありまし

たらお願いいたします。 

 

（質問・意見なし） 

 

それでは本日の議事については、これで終了とさせていただきます。 

以上で会議はすべて終了いたしましたので、議長の職を解かせてい

ただきます。 

ご協力ありがとうございました。 
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司 会 本橋会長におかれましては、長時間に渡り議長をお務めいただきま

してありがとうございました。 

最後に、閉会のことばを赤坂職務代理よりお願いいたします。 

職 務 代 理     閉会の挨拶 

司 会 それでは以上をもちまして、国民健康保険運営協議会を終了とさせ

ていただきます。 

皆様お疲れ様でした。 
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